
杉

並

区

議

会

議

長

小

泉

や

す

お

様

　　　　　　提
　　　　　　出
　　　　　　者

同同同同同同杉
　　　　　　並
　　　　　　区
　　　　　　議
　　　　　　会
　　　　　　議
　　　　　　員

け松北す奥市小
し　　 ぐ

ば尾島ろ山橋松

誠ゆ邦奈た綾久
　　　　え
一 り彦緒こ子子

　　　議
　右　 員

平の　 提

成議杉出
二案並議
十を区案
二提議第
年出会六
十す会号
二る議
月　゜規
七　 則

日　　の

　　部
　　を
　　改
　　正
　　す
　　る
　　規
　　則



ゴ



　2　 第　　　　 同

で　 調百（　 第第章第第
こ前整二協　十十を百二
れ項を十議第五六第二十
’をに行五又十章章十十四
決定う条は六の中八六条
定めた　調章次第章条第
するめ法整　に百と中一
るもの第を協次二す一項

゜

の場百行議の十る但及一
　　　　　　　　〇

等等規
の 霧定

場Lす
をとる
臨い議
時う案
に　・の

設一審
けを査
よ別又
う表は
と第議
す一会
るのの
とと運
きお営
はりに
’設関
議けし
会る協
の　゜議
議　 又

決　 は

の一条う又一五
ほ以第たは章条
か下十め調をを
、一＿の整加第

つ

た

め

の

場

十

六

条

と

し

同

章

を

第

十

七

章
と

す

る

0

しび
一 第

を七
一十
た五
だ条
し第
し　　　　

に項
改中

や荊

．

書

第を

十r
茎別
早表
中第
同＿
条一
をに
第改
亘め
一

る

十゜
七

条

と

し

、

六め
条の　 目　杉
） 場　 次　 並

　＿　 中　区杉
　第　　一　議並
　百　第第　会区
　二　十十　会議
　十　七六　議会
　五　章章　規会
　条　　　則議
　）　補議　　規
　　　　　に　 則員　昭則
改　 （の　和の
め　 第派　ゴー
る　百遣 十部

゜

　　二＿　　 を

　　十第年改
　　　　九正　　六百

　　　妻；鵠
　　一）　五
　　　を　日
　　　　一議
　　第第第決
　　　　　）　　十十十
　　八七六の
　　章章章一
　　　　　部
　　補議協を
　　則員議次
　　（の又の
　　第派はよ
　　百遣調う
　　二（整に
　　十第を改
　　七百行正
　　条二うす
　　）十たる
　　　　　0



区提
議案
会理
に由
協）
議

又

は

調

整

を

行
う

た

め

の

場

を

設

け

る

必

要

が

あ

る

0

の

規附
則

は則

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

0

幹 名

事 称

長

△
云

議関議 目

又す会 的

は　る　の

調事活
整項動
を　に　　’

行つ　運
う　い営
こ　て　等

と　協　に
o

各議 構

会長 成

派　’ 員

の　副

代議
表長
者及

び

議 招

長 集

権

者

別　 4　 3

表別　権
第表協者前
二を議及項
＿別等びの
第表の期規
百第場間定
ニーのをに
十と運明よ
五し営らり
条’そか’
関同のに協
係表他し議
） の必な等
　次要けの
　になれ場
　次事ばを
　の項な設
　一はらけ
　表’なる
　を議いに
　加長゜当

えが
る別

゜

に

　定
　め
　る
　0

た

つ

て

は

名

称

目

的

構

成

員
、

招

集



資　 料

第＿　2 第＿ 目

又七投 い後に二投附第 第 第 第次
は十票略　゜　’ ’十票則十 十 十 一

投五の 配男1 四用　　　八 七 六 章 新

票条方 付表 条紙　　章 章 章
～

用 法　　　　洩第 の 十

紙投） れ一 投配　　補 議
（ 協五

を票 の に票付　　則 員 第 議章
用　は 有定を及　　＿ の 百 又

い　　’ 無め行び　　第 派 二 は略 規

て別 を　る う投　　百 遣 十 調

行表 確投 と票　　二 （
五 整

う第 め票き箱　　十 第 条 を

〇一 な用 は　の　　　七 百 ） 行

に け紙 ’点　　条 二 う

定 れを議検　　） 十 た 則

め ．、ば配長） 六 め

る な付は 条 の

用． ら し議 ） 場

札

又第＿　2　い後に第＿
目

は七投
0　　　　　、

　一
’ζ二投附第第 第次

票五の
投十票略　　　配別

　　　　　付表
十票則十十
四用　　七 六

：早

旧

用条方 洩 条紙　　章 章
～

紙’ 法　　　　れ め 十

を投） の　に 投配　　補 議 五

用票 有定票付　　則 員 章

い　は

て　　’

行男1

う表
o

　に
　定
　め

無め　　を及　　（
　　行び　　第を　る　　う投　　百確投　　と　票　　二め票　　き箱　　十な用　　は　の　　　六

難議寝きば配長）

の
墾追蘂百二十五

．

略 規

則

る な付は 条

用 ら し議 ）

札 なた員

杉

並

区

議

会

会

議

規

則

の

部

を

改

正

す

る

規

則

新

旧

対

照

表



資　料

41

議

　な
協い
　0
等

の

場

の

運

営

そ

の

他

必

要

な

事

項

は
、

期

間

を

明

ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

権に
者当
及た
びつ
　て
　は
　、

名

称
、

31

前

項

の

規

定

に

よ

り

目協
的議
’等

構の
成場
員・を

’設

招け
集る

で

れ

を

決

定

す

る

0

臨

時

に

設

け

よ

う

と

す

る

と

き

は
、

議

会

の

議

決

21

　場又
前Lは
項と調
にい整
定う．．を

め」行
る　う
も　た
¢）　め
の　 の

　　場ほ

か
、

協

議

等

の

場

を

を

別

表

第

の

と

お
り

設

け

る

0

（
以

下

一

協

議

等

の

　第
る百
議二
案十
の五
審条
査

又法
は第
議百
会条
の第
運十
営二
に項
関の
し規
協定
議す

（
協

議

又

は

調

整

を

行
う

た

め

の

場

第

十

六

章

の協
場議

又

　は
調

整

　を
行
う

た

め

2
～

4

略

2
～

4

略



資　料

決め第
める百
る゜二

゜ た

だ

し

十

七

条

異

議》
が

　の
あ規
る則
との
き疑
は義
ム
7弍は
議・
に議
諮長
つが
て決

規

則

の第
疑十
義八
　　 ま
　早

第

百

十

六

条

　略補

則

（
議

員

の第
派十
遣七
　　 　
　早

議

長

が

別

に

定

め

議る
員゜
の

派

遣

決め第＿
める百規
る゜二則

゜

矧宍　　　の第
　　　疑十
　’条義七
　異　）章
　議こ
　がの　補
　あ規　則
　る則
　との
　き疑
　は義’
　会は
　議’
　に議
　諮長
　つが
　て決

第

百

十

五

条

略

議

員

の第
派十
、虫　 ⊥ユ旦　ノ、

　　 　
　早

議

員

の

派

遣



し


